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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】広い指向特性で超音波を放射することを可能に
し、排除対象生物を効果的に排除するようにした生物排
除装置を提供する。
【解決手段】音放射が可能な再生手段４０と、排除対象
生物が異常時に発生する原音声を用いて創生した擬似音
声を超音波信号に重畳して、排除対象生物が発する音声
の音圧レベルと同等又は同等以上の音圧レベルとして再
生手段から放射させる制御部５５とを備え、再生手段は
、複数個の超音波発振子を組み合わせて構成された放射
器帯を、超音波発振子の一部を構成している振動板の直
径で決定する間隔で複数個並べて構成した。
【選択図】図１



(2) JP 2017-18024 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排除対象生物を排除する生物排除装置であって、
　音放射が可能な再生手段と、
　前記排除対象生物が異常時に発生する原音声を用いて創生した擬似音声を超音波信号に
重畳して、前記排除対象生物が発する音声の音圧レベルと同等又は同等以上の音圧レベル
として前記再生手段から放射させる制御部と、を備え、
　前記再生手段は、
　複数個の超音波発振子を組み合わせて構成された放射器帯を、前記超音波発振子の一部
を構成している振動板の直径で決定する間隔で複数個並べて構成している
　生物排除装置。
【請求項２】
　前記間隔は、
　前記振動板の直径の２倍までの長さである
　請求項１に記載の生物排除装置。
【請求項３】
　前記再生手段は、
　前記放射器帯を、前記超音波発振子を平面的に多角形状あるいは円形状に配置して構成
している
　請求項１又は２に記載の生物排除装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記原音声による音声信号、
　前記擬似音声による音声信号、
　過渡的な衝撃音又は爆発音の音声信号、
　及び、
　人間が発する音声による音声信号が
　ランダムに選択されて出力される
　請求項１～３のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項５】
　前記排除対象生物に対して付与する光を発光する発光手段を更に備えた
　請求項１～４のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項６】
　前記排除対象生物に対して付与する圧力を付与可能な圧力付与手段を更に備えた
　請求項１～５のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項７】
　電柱又は鉄塔に設置した
　請求項１～６のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項８】
　電柱又は鉄塔を架線している電力線に設置した
　請求項１～６のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項９】
　建物に設置した
　請求項１～６のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項１０】
　航空機及び滑走路の少なくとも一方に設置した
　請求項１～６のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、排除したい動物（以下、「排除対象生物」と称す）を排除することができる
生物排除装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、有害動物（たとえば、ゴキブリやネズミ、鳥類（カラスやムクドリ、ハト）
などの排除対象生物）の排除を目的とした生物排除装置が開示されている。従来の生物排
除装置の１つには、異なる超音波帯域の信号を周期的に変化させて、空中に放射する電気
音響変換放射器（スピーカー）を備えた構成を採用したものが開示されている。なお、以
下の説明において、「排除」には、「駆除」、「忌避」、「回避」が含まれるものとする
。
【０００３】
　そのようなものとして、「それぞれ異なる周波数帯域を有する複数の超音波送波器と、
上記各超音波送波器別に駆動するドライブ回路とを備え、予め定められた複数の駆動モー
ドのうちから１つの駆動モードを選択すると共に、上記駆動モードに基づいて上記ドライ
ブ回路を制御する制御部を備え、上記各モードには上記複数の超音波送波器のうちから少
なくとも１つの超音波送波器を不規則に選択し、上記ドライブ回路の駆動周波数、および
駆動時間を不規則に制御するランダム帯を設けたことを特徴とする超音波を利用した有害
動物駆除装置」が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　この特許文献１に記載の有害動物駆除装置では、放射器を備えた製品に搭載しているＩ
Ｃ等の記憶装置に、予めプログラミングしていた時間と周期に応じて超音波信号を放射す
るようにしており、音放射を提示する対象物が音に対して慣れるなどの状態が講じないた
めの信号処理を行っていた。
【０００５】
　また、有害動物の一例として、様々な業種から排除要求の多いものとして「鳥類」が挙
げられる。「鳥類」としては、近年、カラスやムクドリ、ハトなどが対象になっている。
このうち、カラスは「鳥類」の中でも高い知能を持っているということは周知であり、専
門の研究結果から、カラスは鳥間でのコミュニケーション能力にも長けていることが判明
している。
【０００６】
　従来の生物排除装置には、カラスの音声を用いて、カラスの音声をスピーカーから大き
な音圧レベルで放射して直接的にカラスへ付与することで、カラスに対して回避行動をさ
せるようにしたものもあった（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平７－１０７８９３号公報
【特許文献２】特許第５１３５５０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　超音波帯域の周波数まで聞き取ることが可能な動物が多く存在することから、特許文献
１に記載の技術では、排除対象生物のうち超音波帯域を聞き取る能力を有している動物に
対しては、ある一定期間の効果を発揮することができる。
　しかしながら、超音波帯域を利用していない、比較的高等なコミュニケーションを有す
るカラス等の排除対象生物には大きな影響を与えていない等の問題点があった。すなわち
、カラスは、人間と略同等の可聴周波数帯域を有しており、超音波帯域の周波数に対して
聴感能力が低く、結果的に、超音波を聞いていない（聞こえていない）。そのために、カ
ラスに対しては、超音波帯域の周波数を付与しただけでは排除効果を全く得られない場合
があった。
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【０００９】
　また、超音波信号の発振周波数を変化させたとしても一定のリズムで変化していること
には変わりないので、ある程度の時間付与によって、排除対象生物に、音そのものへの「
慣れ」が生じてしまい、早い段階で効果が無くなってしまうという問題点もあった。
　そのため、特許文献１に記載の技術では、排除対象生物を長期間にわたって確実に排除
することができなかった。
【００１０】
　さらに、超音波は指向性が狭いという特性を有している。そのため、従来方式の超音波
スピーカーを用いた装置では、極小の範囲にしか音が届かず、超音波が確実に排除対象生
物に付与されない場合は、排除の効果が得られないことになってしまう。
【００１１】
　特許文献２に記載の技術では、排除等に必要な音響信号を、排除対象生物に必ず聞こえ
させることが重要になっている。そこで、排除対象生物の音声と同等、又はそれ以上の音
圧レベルで音響信号を放射する必要がある。そのため、音放射させるためのスピーカーな
どからは終夜問わず、排除対象生物の音声以上の音圧レベルの音声が大音量で放射される
ことになる。よって、生物排除装置の設置環境周囲には排除対象生物の排除に必要な音声
信号が音放射されていることになるので、周辺の住民にも同等に付与されて、設置環境が
引き起こす「騒音」という問題を発生させていた。
【００１２】
　本発明は、上述の課題を背景になされたもので、広い指向特性で超音波を放射すること
を可能にし、排除対象生物を効果的に排除するようにした生物排除装置を提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る生物排除装置は、排除対象生物を排除する生物排除装置であって、音放射
が可能な再生手段と、前記排除対象生物が異常時に発生する原音声を用いて創生した擬似
音声を超音波信号に重畳して、前記排除対象生物が発する音声の音圧レベルと同等又は同
等以上の音圧レベルとして前記再生手段から放射させる制御部と、を備え、前記再生手段
は、複数個の超音波発振子を組み合わせて構成された放射器帯を、前記超音波発振子の一
部を構成している振動板の直径で決定する間隔で複数個並べて構成しているものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る生物排除装置は、複数個の超音波発振子を組み合わせて構成された放射器
帯を、超音波発振子の一部を構成している振動板の直径で決定する間隔で複数個並べて構
成した再生手段を備えているので、広い指向特性で超音波を放射することができ、排除対
象生物を効果的に排除できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置の基本的な構成を示す基本ブロック概
念図である。
【図２】排除対象生物としてのカラスの「平常時音声」の時間波形と周波数変化の一例を
説明するための説明図である。
【図３】排除対象生物としてのカラスの「異常時音声」の時間波形と周波数変化の一例を
説明するための説明図である。
【図４】排除対象生物としてのカラスの「異常時音声」を基に創生した「擬似音声」の時
間波形と周波数変化の一例を説明するための説明図である。
【図５】人間が発生する音声の時間波形と周波数変化の一例を説明するための説明図であ
る。
【図６】カラスを排除するための再生音声の時間軸特性の一例を示したものである。
【図７】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置が付与する発光のタイミングパターン
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の一例を説明するための説明図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置が付与する音声及び発光のタイミング
の一例を説明するための説明図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置が付与する音声及び圧力のタイミング
の一例を説明するための説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置が付与する音声、発光及び圧力のタ
イミングの一例を説明するための説明図である。
【図１１】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置の再生手段を構成している超音波発
振子の単体構造の一例の概要を示す概略図である。
【図１２】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置の再生手段の全体的な構成の一例の
概要を示している。
【図１３】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置の再生手段で再生したときの指向特
性を説明するための説明図である。
【図１４】比較例としての再生手段で再生したときの指向特性を説明するための説明図で
ある。
【図１５】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置の再生手段の具体的な別の一例を説
明するための概略構成図である。
【図１６】本発明の実施の形態１に係る生物排除装置の再生手段の具体的な別の一例を説
明するための概略構成図である。
【図１７】実施の形態２に係る生物排除装置の設置例を説明するための説明図である。
【図１８】実施の形態２に係る生物排除装置の設置例を説明するための説明図である。
【図１９】実施の形態２に係る生物排除装置の設置例を説明するための説明図である。
【図２０】実施の形態２に係る生物排除装置の設置例を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面に基づいてこの発明の実施の形態について説明する。なお、図１を含め、以
下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、図１
を含め、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するもの
であり、このことは明細書の全文において共通することとする。さらに、明細書全文に表
わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、これらの記載に限定されるも
のではない。
【００１７】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る生物排除装置１の基本的な構成を示す基本ブロッ
ク概念図である。以下、図１を参照しながら、生物排除装置１について説明する。生物排
除装置１は、排除対象生物に対して、超音波に重畳した音声を付与させるようにしたもの
である。
　なお、以下の説明において、「付与」には、「与える」、「提示」、「暴露」が含まれ
るものとする。
【００１８】
　また、図１では、生物排除装置１が、音声以外の手段として「発光手段７０」及び「圧
力付与手段９０」を備えた場合を例に示しているが、「発光手段７０」及び「圧力付与手
段９０」は生物排除装置１の必須の構成ではない。
　さらに、図１では、生物排除装置１が、「検知センサー９５」を備えた場合を例に示し
ているが、「検知センサー９５」は生物排除装置１に必須の構成ではない。
【００１９】
　生物排除装置１は、音声伝送手段８０と、発光手段７０と、圧力付与手段９０と、排除
対象生物を検知するための検知センサー９５と、を少なくとも有している。
【００２０】
＜音声伝送手段８０＞
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　音声伝送手段８０は、単一の超音波周波数（例えば、４０ｋＨｚ）を発振することがで
きる音放射手段（例えば、共振型の音発生装置（再生手段４０））から、所定の周波数幅
を持たせた振幅変調又は周波数変調した超音波帯域の信号（たとえば、４０ｋＨｚ±２ｋ
Ｈｚなど）を放射するようになっている。
　このとき、生物排除装置１は、単一の超音波周波数に、周波数幅を持たせた変調波によ
る超音波帯域の音を重畳する。
【００２１】
　音声伝送手段８０は、超音波信号創生部１０、排除信号部１２、処理回路部２５、加算
部３０、制御部５５、アンプ３５、再生手段４０を備えている。
　また、加算部３０に超音波信号創生部１０を加えずに、排除信号部１２からの信号をそ
のまま制御部５５に伝送させることもできるソフト的な信号処理も行える構成をも有する
。これにより、超音波信号に重畳させずに、排除に必要な音声だけを出すことも可能とな
り、特殊な再生手段を用いなくても、従来のスピーカー手段でも、排除に必要な音声を再
生／放射することが可能となる。
【００２２】
　超音波信号創生部１０は、２０ｋＨｚ以上の超音波帯域の信号を創生する発信回路部と
して機能している。超音波信号創生部１０で創生された信号周波数がキャリア信号として
使われる。
【００２３】
　排除信号部１２は、原音声信号１２ａ、擬似（音声）信号１２ｂ、超音波信号１２ｃ、
過渡信号１２ｄ、人間音声信号１２ｅがランダムに選択された駆除／排除信号２０を創出
する。
　なお、排除信号部１２は、原音声信号１２ａ、擬似（音声）信号１２ｂ、超音波信号１
２ｃ、過渡信号１２ｄ、人間音声信号１２ｅ、これら忌避音声信号以外に、一般的な音声
信号を創出し、発信できるようになっている。
【００２４】
　原音声信号１２ａは、入力され保存されている排除対象生物の生の原音声による音声信
号である。
　この原音声信号１２ａとしては、異常時、たとえば排除対象生物が天敵に襲われている
時つまり恐怖時に排除対象生物が発生する音声や、恐怖時に排除対象生物が発生する回避
行動を促すための音声を利用している。
【００２５】
　擬似（音声）信号１２ｂは、特徴ある排除対象生物の原音声（原音声信号１２ａ）の特
徴的な音響特性を用いて創生した疑似的な音声信号である。
　この擬似（音声）信号１２ｂは、（原音声信号１２ａ）のたとえば周波数特性、発声間
隔、無音間隔などを参考に、和音や倍音で構成して創生している。
【００２６】
　超音波信号１２ｃは、所定の周波数幅を持たせた振幅変調又は周波数変調した超音波帯
域の音声信号である。
【００２７】
　過渡信号１２ｄは、インパルス信号が入力されることによる過渡的な音、つまりインパ
ルス音（衝撃音）又はインパクト音（爆発音）の音声信号である。
　この過渡信号１２ｄとしては、たとえばガラスの割れた音や雷の音など、非常に高い音
圧レベルが過渡的（短時間）に含まれる突発的な音声を利用して構成している。
【００２８】
　人間音声信号１２ｅは、排除対象生物が恐れる人間が発生する音声による音声信号であ
る。
　人間音声信号１２ｅとしては、人間が排除対象生物を追い払うときに発生する、短時間
の威嚇的及び脅し的な音声を利用している。短時間の威嚇的及び脅し的な音声とは、たと
えば「コラー」や「ウワー」等の音声である。なお、短時間の威嚇的及び脅し的な音声を
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発生する人間の性別を特に限定するものではないが、以下の例では男性が発生した音声を
利用した場合を例に示している。
【００２９】
　処理回路部２５は、排除信号部１２に作成及び保存されている駆除／排除信号２０及び
一般的な音声信号を自由に組み合わせてランダム出力するものである。
【００３０】
　加算部３０は、排除信号部１２と超音波信号創生部１０とを結合する部分として機能し
、それぞれから出力された信号を振幅変調又は周波数変調して所定の周波数幅を持たせた
超音波帯域の信号（たとえば、４０ｋＨｚ±２ｋＨｚなど）とする。
【００３１】
　制御部５５は、ＣＰＵ部５１と、付与機能制御手段５２と、を少なくとも有している。
　ＣＰＵ部５１は、加算部３０で創生された信号に基づいて、再生手段４０、発光手段７
０及び圧力付与手段９０の動作を制御する機能を有している。
　付与機能制御手段５２は、発光手段７０及び圧力付与手段９０の動作を制御するための
情報をＣＰＵ部５１に提供する機能を有している。
　付与機能制御手段５２には、発光手段７０に対する発光のタイミング（時間、時刻）や
、発光周波数に関する情報が予め記憶されている。
　また、付与機能制御手段５２には、圧力付与手段９０に対する空気の噴出タイミング（
時間、時刻）や圧力の強さに関する情報が予め記憶されている。
　なお、これらの情報は、書き換え可能にしておくとよい。
【００３２】
　アンプ３５は、加算部３０で振幅変調された信号の音圧レベルを増幅するものである。
【００３３】
　再生手段４０は、アンプ３５で増幅された信号を音声等として再生し、離れた場所に伝
送するものである。
　再生手段４０は、たとえば２０ｋＨｚ以上の超音波帯域の音放射を行える素子を用いて
構成している。
　たとえば、再生手段４０は、圧電素子による共振手段で構成したり、一般的な電気－音
響変換素子（高周波帯域を再生するスピーカー素子）である紙やプラスチックなどで形成
された振動板などを２個以上備え持つもので構成したり、することができる。
【００３４】
＜発光手段７０＞
　発光手段７０は、音声以外の他の付与手段として「光」を排除対象生物に対して付与す
るようになっている。
　この発光手段７０を、光発光ユニットとして生物排除装置１に着脱自在にしておくとよ
い。
　発光手段７０は、発光源を備えている。
　発光源は、排除対象生物に対応させて選定すればよい。発光源としては、たとえば、ラ
ンプ、紫外線を発光するＬＥＤ、青色ＬＥＤ、白色や赤色を発光するＬＥＤ等を利用する
ことができる。
【００３５】
＜圧力付与手段９０＞
　圧力付与手段９０は、音声以外の他の付与手段として「圧力波」を排除対象生物に対し
て付与するようになっている。つまり、圧力付与手段９０は、空気を発砲することで圧力
波を付与する。
　この圧力付与手段９０を、圧力波発生ユニットとして生物排除装置１に着脱自在にして
おくとよい。
　圧力付与手段９０は、空気などの気体を、塊状（渦輪（リング状））にして、対象エリ
アに存在する排除対象生物に対して付与するものである。
　なお、圧力付与手段９０としては、「圧力波」を排除対象生物に対して付与できるもの
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であればどのような構成のものでも適用することができる。たとえば、一般的な空気砲を
圧力付与手段９０として適用するとよい。
【００３６】
＜検知センサー９５＞
　検知センサー９５は、検知範囲に存在する排除対象生物を検知するためのものである。
　検知センサー９５としては、たとえば赤外線、超音波または可視光などを利用した動物
検知センサー、あるいは、カメラなどの撮像装置等を利用することができる。
【００３７】
　検知センサー９５が検知した情報は制御部５５に送られる。
　たとえば、制御部５５は、検知センサー９５が排除対象生物を検知した際に、駆除／排
除信号２０を放射させるようにしてもよい。このとき、制御部５５は、「光」及び「圧力
波」のすくなくとも１つを付与するようにしてもよい。
　また、駆除／排除信号２０の放射時間や放射タイミングは、ＯＮ／ＯＦＦを繰り返すタ
イマーによって定期的又は不定期的に実行されるように設定してもよい。たとえば、制御
部５５に、付与開始時刻、付与終了時刻、または付与時間間隔を予め定めておき、タイマ
ーによって付与タイミングを制御するようにしてもよい。
　さらに、検知センサー９５又はタイマーによる自動制御の他に、音声放射できるマニュ
アル放射スイッチ等の制御方法を生物排除装置１に備えるようにしてもよい。
【００３８】
［排除対象生物の排除について］
＜音声による排除＞
　ここで、音声を用いて排除対象生物としてのカラスを排除する場合について説明する。
　音声コミュニケーションを用いている動物や集団行動をする動物の場合には、仲間を誘
導するための音声コミュニケーションを利用していることが知られている。
　カラスは、発達した脳と発声器官を有しており、複数の鳴き声を利用し、仲間同士で高
等な音声コミュニケーションを行うことが知られている。
【００３９】
　カラスが発生する音声としては、異常時と平常時に発生する音声に大別できる。異常時
に発生する未加工の生音声としては、警戒時に発生する警戒音声、猛禽類との争い時に発
生する戦闘音声や威嚇音声、恐怖時に発生する音声の３種類が含まれる。
　なお、以下の説明において、上記内容を表すために、「異常時音声」と称するものとす
る。また、「異常時音声」以外の時を「平常時音声」と称するものとする。
【００４０】
　図２は、排除対象生物としてのカラスの「平常時音声」の時間波形と周波数変化の一例
を説明するための説明図である。なお、図２において、縦軸は音圧レベル（ｄＢ）を、横
軸は周波数（ｋＨｚ）を、それぞれ示している。また、図２では、音圧レベルの最大値を
０ｄＢ付近で示している。さらに、図２では、周波数変化を３秒間平均として示している
。
【００４１】
　図２に示すように、カラスの発する音声時間は、大凡、０．２秒から１．０秒以内±０
．２秒以内で変化するものであり、一例として、発生時間が平均で０．３秒～０．５秒±
０．２秒で変化したものについて説明する。
　カラスが発生する「平常時音声」の周波数特性は、８００Ｈｚ～４ｋＨｚ±１ｋＨｚに
おける帯域の変化が大きく、発生時間が平均で０．３秒～０．５秒±０．２秒となってい
ることがわかった。
　「平常時音声」の発生時においては、平常時音声の周波数帯域の音圧レベルの強弱は、
略同時に変化しており、周波数帯域に対する時間変化の重み付けは見られない（図２に示
す（１ａ）、（１ｂ）、（１ｃ）参照）。
【００４２】
　図３は、排除対象生物としてのカラスの「異常時音声」の時間波形と周波数変化の一例
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を説明するための説明図である。なお、図３において、縦軸は音圧レベル（ｄＢ）を、横
軸は周波数（ｋＨｚ）を、それぞれ示している。また、図３では、音圧レベルの最大値を
０ｄＢ付近で示している。さらに、図３では、周波数変化を３秒間平均として示している
。
【００４３】
　図３に示すように、カラスが異常時に発する音声時間は、平常時同様に、大凡、０．２
秒から１．０秒以内±０．２秒以内で変化するものであり、一例として、発生時間が平均
で０．３秒～０．５秒±０．２秒で変化したものについて説明する。
【００４４】
　カラスが発生する「異常時音声」の周波数特性は、４００Ｈｚ±１００ヘルツ～４ｋＨ
ｚ±１ｋＨｚにおける帯域の変化が大きく、発生時間が平均で０．３秒～０．５秒±０．
２秒となっていることがわかった。「異常時音声」の発生時においては、周波数に時間変
動が表れ、以下のようなタイミングとなっていることが理解できる（図３に示す（２ａ）
、（２ｂ）、（２ｃ）参照）。
【００４５】
　帯域（２ａ）は、４００Ｈｚ～８００Ｈｚの低周波数帯域である。
　帯域（２ｂ）は、８００Ｈｚ～２ｋＨｚの中周波数帯域である。
　帯域（２ｃ）は、２ｋＨｚ～４ｋＨｚ±１ｋＨｚの高周波数帯域である。
　これらから、帯域（２ａ）～帯域（２ｃ）の順に音圧レベルの変動があり、図３中の最
大音圧レベルの０ｄＢから－３０ｄＢ前後まで順に変化する特性傾向を有することがわか
った。つまり、「異常時音声」においては、時間変化に重み付けがされているということ
がわかる。
【００４６】
　そこで、生物排除装置１では、「異常時音声」と「平常時音声」との明らかな変化を利
用して、異常時の音声変化の特徴量を用いて疑似音声を創生するようにしている。つまり
、疑似音声は、「異常時音声」を基本として、その特徴量を再現して創生したものである
。創生した疑似音声の周波数特性の一例を図４に示している。
【００４７】
　図４は、排除対象生物としてのカラスの「異常時音声」を基に創生した「擬似音声」の
時間波形と周波数変化の一例を説明するための説明図である。なお、図４において、縦軸
は音圧レベル（ｄＢ）を、横軸は周波数（ｋＨｚ）を、それぞれ示している。また、図４
では、音圧レベルの最大値を０ｄＢ付近で示している。
【００４８】
　図４に示すように、「擬似音声」の周波数特性は、５００Ｈｚ～４ｋＨｚ±１ｋＨｚに
おける帯域の変化を大きく、擬似音声についても、０．２秒から１．０秒以内に変化させ
ており、図面中では、一例として、発生時間を平均で０．３秒～０．５秒±０．２秒とし
たものについて説明する。なお、具体的には、「擬似音声」は、特に以下の周波数帯域（
図４に示す（３ａ）、（３ｂ）、（３ｃ）参照）で特徴的な変動を行わせ創生する。また
、「擬似音声」の最大音圧レベルは最大３０ｄＢ以内とし、「擬似音声」の各周波数帯域
の発音時間は均等配分とする。
【００４９】
　帯域（３ａ）は、４００Ｈｚ～８００Ｈｚの低周波数帯域で、５００Ｈｚ＋２００Ｈｚ
（－１００Ｈｚ）前後を変化させる。
　帯域（３ｂ）は、８００Ｈｚ～２ｋＨｚの中周波数帯域で、１．２ｋＨｚ＋５００Ｈｚ
（－１００Ｈｚ）前後を変化させる。
　帯域（３ｃ）は、２ｋＨｚ～４ｋＨｚ±１ｋＨｚの高周波数帯域で、４ｋＨｚ＋１００
０Ｈｚ（－５００Ｈｚ）前後を変化させる。
　そして、この順に、最大音圧レベルを最大３０ｄＢ以内までで変化させ、発音時間を均
等配分とすることで、「擬似音声」を創生している。
【００５０】
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　つまり、生物排除装置１では、「擬似音声」を、周波数帯域特性を「異常時音声」と同
等とし、時間的な帯域変化も「異常時音声」と同等として創生している。このように「擬
似音声」を創生することで、「擬似音声」が「異常時音声」と同様にカラスに作用するこ
とが期待できる。
【００５１】
　図５は、人間が発生する音声の時間波形と周波数変化の一例を説明するための説明図で
ある。なお、図５において、縦軸は音圧レベル（ｄＢ）を、横軸は周波数（ｋＨｚ）を、
それぞれ示している。また、図５では、音圧レベルの最大値を０ｄＢ付近で示している。
さらに、図５では、カラスが最も恐れる生物の１つである人間の男性が「コラー」と叫ん
だ際の音声の特性を示している。
【００５２】
　図５に示すように、「人間の音声」は、５００Ｈｚ～８ｋＨｚ±１ｋＨｚという比較的
広い周波数帯域を有している。また、カラスは、再生時間における語尾部分相当を２秒以
上続けた「人間の音声」を浴びると、直近に人間がいると思い、恐怖を感じるということ
がわかっている。そこで、図５では、一例として、発生時間を平均で０．３秒以上とした
ものについて示している。なお、具体的には、「人間の音声」は、特に以下の周波数帯域
（図５に示す（４ａ）、（４ｂ）、（４ｃ）参照）で変動する。また、「人間の音声」の
最大音圧レベルは最大５０ｄＢ以内とする。
【００５３】
　上述したように、生物排除装置１は、処理回路部２５により、５つの音声信号で構成さ
れる駆除／排除信号２０が出力可能となっている。具体的には、生物排除装置１では、５
つの音声信号を自由に組み合わせてランダム出力することが可能になっている。
【００５４】
　図６は、カラスを排除するための再生音声の時間軸特性の一例を示したものである。図
６に基づいて、生物排除装置１によるカラスの排除例について説明する。なお、図６では
、縦軸が周波数を、横軸が時間を、それぞれ示している。また、図６に示すグラフは一例
であり、各音声の発生時間は、図６に示す例よりも長くも短くもすることができる。
【００５５】
　図６に示す「Ａ」は、原音声信号１２ａを放出した時の周波数特性を示している。
　図６に示す「Ｂ」は、過渡信号１２ｄを放出した時の周波数特性を示している
　図６に示す「Ｃ」は、擬似信号１２ｂを放出した時の周波数特性を示している。
　図６に示す「Ｄ」は、過渡信号１２ｄを放出した時の周波数特性を示している。
　図６に示す「Ｅ」は、人間音声信号１２ｅを放出した時の周波数特性を示している。
　図６に示す「Ｆ」は、原音声信号１２ａを放出した時の周波数特性を示している。
【００５６】
　「Ａ」及び「Ｆ」に示す原音声信号１２ａは、入力され保存されている排除対象生物の
生の音声信号（未加工音）であり、「異常時音声」であるためカラスの排除に寄与する。
　「Ｂ」及び「Ｄ」に示す過渡信号１２ｄは、インパルス的な時間変化を行う「音＝音響
特性」であり、発生時間を０．０５秒以下の非常に短い時間とした音声信号であり、カラ
スの排除に寄与する。
【００５７】
　「Ｃ」に示す擬似信号１２ｂは、周波数帯域特性を「異常時音声」と同等とし、時間的
な帯域変化も「異常時音声」と同等として創生した音声（加工音）であり、「異常時音声
」と同様にカラスの排除に寄与する。
　「Ｅ」に示す人間音声信号１２ｅは、男性が発生する音声であり、語尾含めて０．５秒
にしており、「異常時音声」と同様にカラスの排除に寄与する。
【００５８】
　単純に、カラスの音声パターンを再生すると、人間にも聞こえることになってしまう。
　また、自然界におけるカラスの音声（鳴き声）の音圧レベルは、たとえば、カラスと計
測器の距離が１０ｍであった場合でも７０ｄＢ～８０ｄＢを有しており、非常に高い音圧



(11) JP 2017-18024 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

レベルを有している。
【００５９】
　排除信号部１２の音声パターンの出力レベル（音声レベル）も、確実な回避行動を行わ
せるためには、実際にカラスが発生する音声と同等以上の音圧レベルで放射を行う必要が
ある。
【００６０】
　そこで、生物排除装置１では、単一の超音波周波数に、所定の周波数幅を持たせた変調
波による超音波帯域の音を重畳するようにしている。 
　再生手段４０で放射できる音圧レベルは、近接での測定時において最低でも１２４ｄＢ
以上とする。
【００６１】
　強力な音圧レベルとして放射できる再生手段４０から放射した単一の超音波信号と、変
調した超音波信号とが、空間伝搬したときの空気との摩擦による揺らぎの影響を受けて、
非線形の信号波形として空間伝搬する。 
　よって、線形的に空間伝搬する音響信号とは異なって、線形的な音圧レベルの減衰特性
を得られず、音圧レベル減衰がほとんど行われずに、且つ、空気圧の影響を受けずに、空
間上を超音波信号が直線的に伝搬することができるようになる。
【００６２】
　この非線形的に空間上を進んだ超音波信号の波形は、何かに衝突したときに空気中の伝
搬を停止させられる。そのために、衝突した個所で、変調を与えた超音波波形の和差分が
発生し、（４０ｋＨｚ±３ｋＨｚ）－４０ｋＨｚ＝３ｋＨｚの幅を持つ周波数帯域の音が
衝突点で発生（復調）する。
　この結果、空間を伝搬する途中では、音は何も聞こえない。
【００６３】
　変調帯域を３ｋＨｚとする理由は、カラスの音声帯域が３ｋＨｚまで及んでいるという
ことであり、カラスの音声を確実に再生する必要があることから３ｋＨｚの変調帯域を狙
うことにしている。
【００６４】
　また、駆除／排除信号２０は、たとえば３秒以内での伝搬を一つとして放射するように
している。
　そして、駆除／排除信号２０の停止時間は、３秒～５秒としている。
　連続的に駆除／排除信号２０を放射することは、音への慣れ対策として行わない。
　その他、排除に必要な音声処理を変更可能としておき、定期的又は不定期的に音声を交
換できるようにしておくとよい。
　なお、音声を、たとえば各種メモリーカードを利用して交換したり、有線通信又は無線
通信を利用して交換したり、直接入力して交換したりすることができるようにしておくと
よい。
【００６５】
　超音波信号１２ｃを放出したとき、非線形の伝搬現象が幸いして、搬送波及び届いた超
音波の音圧レベルは１２０ｄＢ以上となる。そして、超音波を生体的には骨伝導的要因と
して、圧力感として聞く（体感）ことになり、カラスにとっては自然界で得られない感覚
が身体に直接暴露されて、２０ｋＨｚ以下の周波数帯域の音声と伴って、パニック現象に
近い現象が引き起こされることにもなる。
【００６６】
＜発光による排除＞
　排除対象生物の排除を更に効果的に実行する手段について説明する。上述したように、
生物排除装置１では、ランダムに選択された駆除／排除信号２０により、排除対象生物の
排除を効果的に実行可能になっているが、排除対象生物の排除を更に効果的に実行する手
段について説明する。ここでは、非定常的（ランダム）な発光を用いて排除対象生物とし
てのカラスを排除する場合について説明する。
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【００６７】
　カラスは、人間と異なり、紫外線帯域の波長も認識できることが知られている。
　そこで、生物排除装置１では、カラスの視覚的な特徴を利用して、昼夜を問わず、不定
期、不連続による発光をカラスに付与することを可能にしている。
【００６８】
　なお、カラスは、紫外線が見えるために、発光手段７０に用いる発光源としては、紫外
線を発光するＬＥＤや、青色ＬＥＤが有効である。これらを用いれば、太陽光とは異なる
波長が発光できるので、昼間でも有力にカラスに付与することができる。たとえば、カラ
スに付与する光としては、カラスにとって感度が高いとされる３００ｎｍ～５００ｎｍの
波長が含まれる光とするとよい。
　カラス以外の他の鳥獣に対しては、白色や赤色のＬＥＤを発光手段７０の発光源として
用いるとよい。また、発光周波数を可変できるＬＥＤを用いることで、多数の害鳥獣に対
応することが可能となる。
　光を利用することで、音声によるコミュニケーションに劣る排除対象生物、たとえばハ
トやリスなどにも効果的に作用することになる。
【００６９】
　図７は、生物排除装置１が付与する発光のタイミングパターンの一例を説明するための
説明図である。図７に基づいて、発光付与のタイミングパターンの一例について説明する
。
【００７０】
　生物排除装置１では、発光手段７０から非定常的に発光させるようにしている。つまり
、生物排除装置１では、カラスや他の害鳥獣等の排除対象生物への「脅し」を考慮して、
発光時間、停止時間をランダム変化させることを基本としている。
　発光としては、単発発光、連続発光があり、発光時間としては、所定の発光時間Ｂ１、
Ｄ１、Ｆ１があり、付与時間としては、所定の時間間隔Ａ１、Ｃ１、Ｅ１がある。
【００７１】
　まず、生物排除装置１は、所定の時間間隔Ａ１の間、発光手段７０から何も発光させな
い。
　そして、所定の時間間隔Ａ１が過ぎると、生物排除装置１は、発光手段７０を用いて所
定の発光時間Ｂ１で単発発光させる。
　その後、生物排除装置１は、所定の時間間隔Ｃ１の間、発光手段７０から何も発光させ
ない。
　所定の時間間隔Ｃ１が過ぎると、生物排除装置１は、発光手段７０を用いて所定の発光
時間Ｄ１、所定の発光時間Ｆ１を所定の時間間隔Ｅ１を空けて連続発光させる。
【００７２】
　このように、ランダム発光することによって、無限に近い状態で発光することができ、
定常的に発光することに比べて、「慣れ」等を防ぐことができ、確実に排除対象生物の排
除が可能となる。
　なお、図７に示した所定の発光時間Ｂ１、Ｄ１、Ｆ１、及び、所定の時間間隔Ａ１、Ｃ
１、Ｅ１は、任意なものであり、適宜決定すればよい。また、これらを繰り返してもよい
が、単純な繰り返しは「慣れ」等を発生させることに繋がるため避けた方が好ましい。
【００７３】
　図７では、生物排除装置１が付与する「発光」について説明したが、「圧力」について
も「発光」と同様に付与することができる。つまり、生物排除装置１では、カラスや他の
害鳥獣等の排除対象生物への「脅し」を考慮して、圧力付与時間、停止時間をランダム変
化させることを基本としている。よって、生物排除装置１では、圧力付与手段９０から非
定常的に圧力を付与させることが可能になっている。圧力をランダム付与することによっ
て、無限に近い状態で圧力付与をすることができ、定常的に圧力付与することに比べて、
「慣れ」等を防ぐことができ、確実に排除対象生物の排除が可能となる。
【００７４】
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＜音声及び発光のタイミングパターン＞
　図８は、生物排除装置１が付与する音声及び発光のタイミングの一例を説明するための
説明図である。図８に基づいて、生物排除装置１から付与する音声及び発光のタイミング
の一例を説明する。
【００７５】
　図８に示すように、生物排除装置１では、再生手段４０によって音声付与を行った後、
発光手段７０を連続発光させて発光付与するようにするとよい。
【００７６】
　再生手段４０による音声付与においては、強力な音圧レベルによる単一周波数の超音波
信号と、±３ｋＨｚほどの変調を加えた超音波信号と、を加算し、かつ、加算信号に可聴
域のたとえばカラスなどの排除対象生物の排除を目的とした音声を重畳することで、直線
的な指向性を持つ音声を搬送する。
【００７７】
　連続信号による音声の中に不定期にパルス性の信号音が発生して、カラス等の動物に浴
びせられることになる。そのため、高等なコミュニケーションを行っている動物にとって
は、不快なインパルス音として提供されることになる。
　また、振幅変調は簡単な回路構成でできるので、安価に回路が成形できると共に、屋外
等に設置した場合には、デジタル回路の場合に必要な外来ノイズの強力な対策構造や回路
構成、回路に見られる複雑な回路設定等も必要ない。そこで、生物排除装置１では、デジ
タル処理を必要としない構成を採用し、回路に対するコストメリットも大きいという特徴
を持っている。
【００７８】
　上述したように、再生手段４０は、高い音圧レベルを放射させる必要がある。これは、
住宅街等でカラスの排除を行う場合、一般的なスピーカーによる再生方法では、住宅街の
住民に対してもカラスの音声が付与されることになる。その場合は、カラスの音声を聞い
た人間にとっては単なる「騒音」である。
【００７９】
　よって、人間には不快感を与えさせないために、生物排除装置１では、超音波搬送によ
って、カラスだけに対して音声を付与させるようにしている。
　しかしながら、公知である一般的なパラメトリックスピーカーは、目的とする場所に対
してのみ「音響信号」を提供するものであり、パラメトリック方式としては、非常に指向
性が狭いという特性がある。また、パラメトリックスピーカーのための素子の構造が専用
でないために、高い音圧レベルで音放射を行うための振動板等の振幅を作れないなどの短
所を有している。そのため、従来は目的とする場所にだけ音の提供を人間が聞こえる程度
の音圧レベルで提供する程度のものであった。
【００８０】
　ただし、排除対象生物の一例であるカラスを対象にした場合、カラスの「ねぐら」や「
えさ場」等に集まる個体数は、非常に多く、上記の場所での排除を目的とする場合には、
広い範囲（幅のある範囲）に、且つ大きな音圧レベルでの音声の放射が必要になっている
。
　この場合に、指向性がある程度広げられる中低域用の一般的なスピーカーでの音放射が
有利であるが、カラスの発音の音圧レベルと同等以上の音圧レベルを広い範囲で放射する
と、当然、人間にも付与されるので、先述の通り、「騒音」として人間に不快を与えてし
まうことになる。
【００８１】
　以上のことから、目的とする場所に対して、つまりは離れたところに集団で居るカラス
に対して、排除に必要な音声を、超音波をキャリアとして大音圧で送ると共に、なるべく
広い（幅のある）指向性で音声を提供できるようにすることが重要になる。
　そこで、生物排除装置１では、音声搬送を行えるユニット（再生手段４０）を複数近接
配置することで、直線的な指向性を有する広い指向性を持つ音声搬送装置を構成すること
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を可能としている。 
　このようにすれば、離れたところに対して、広い範囲で目的の音声を送ることができる
ようになっているので、カラス以外の周辺の住宅街等の住民（人間）に対して音（音声）
が付与されることがなく、騒音問題は発生しない。
　また、複数の再生手段４０を備えることにすれば、高い音圧レベルの確保をより確実に
することができる。
【００８２】
　すなわち、生物排除装置１は、強力な音圧レベルによる超音波信号を、搬送信号として
、この超音波信号に対して鳥獣を排除させるために必要な音声（生音声や人工音声）信号
を重畳する。そして、重畳した音声信号を振幅変調や周波数変調することで、音放射の放
射範囲を狭く(狭指向性化)する。こうすることで、任意の方向に対して強力な音圧レベル
を維持しながら音放射することが出来るようになる。その結果、生物排除装置１では、超
音波信号の距離伝播に伴う音圧レベル劣化を抑えながら、排除対象生物の駆除等に必要な
音声信号を長距離に搬送可能になる。
【００８３】
　搬送先の排除対象生物に搬送信号が届いたときに、変調信号が復調されて、排除対象生
物に対して駆除等の音声信号を直接的に付与することができる。
　よって、排除対象生物以外に、排除に必要な音響信号（音声）を付与することがないた
めに、排除対象生物が飛来する建物周囲の一般施設などには、騒音等の影響を与える事が
ない。
　また、超音波によって必要な音声等の周波数を搬送しているために、超音波以外の周波
数を再生させるための、たとえば高性能なスピーカー装置を用いる必要はなく、安価に装
置の構成を行うことができる。
【００８４】
　さらに、排除対象生物に直接音放射を提供するのではなく、超音波に重畳させた音声を
「復調」させることで、排除対象生物に対して付与することになる。そのため、排除対象
生物の音声信号等の周波数帯域は、数Ｈｚ～数百ｋＨｚ以上まで対応することが出来ると
いう効果も有する。 
【００８５】
　加えて、生物排除装置１では、音声以外にも発光を排除対象生物に付与すれば、更に効
果的に排除対象生物の排除が実現できる。たとえば、図８に示すように、音声による付与
を行った後に、連続発光させるようにするとよい。
　そのため、生物排除装置１に発光手段７０を用いれば、音声による排除効果に加え、発
光による排除効果を奏することが可能になる。
【００８６】
　具体的には、音声及び発光の組み合わせで駆動させることによって、様々な影響を与え
ることができる複数の排除手段を排除対象生物に対して付与することができる。そのため
、単発の付与手段による「慣れ」等を防ぐ事ができ、確実に排除対象生物の排除が可能と
なる。
　また、生物排除装置１によれば、超音波搬送による音声伝搬を利用するために、排除対
象生物に対してのみに直接付与することができる。そのため、排除対象生物以外に、排除
に必要な音響信号（音声）を付与することがなく、排除対象生物が飛来する建物周囲の一
般施設などには、騒音等の影響を与えることがない。
【００８７】
＜音声及び圧力付与のタイミングパターン＞
　図９は、生物排除装置１が付与する音声及び圧力のタイミングの一例を説明するための
説明図である。図９に基づいて、生物排除装置１からカラスに向けて付与する音声及び圧
力について説明する。
【００８８】
　図９に示すように、生物排除装置１では、再生手段４０によっての音声付与と、圧力付
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与手段９０によっての圧力付与と、を交互に繰り返して付与するようにするとよい。
　そのため、生物排除装置１によれば、音声による排除効果に加え、圧力による排除効果
を奏することになる。
【００８９】
　具体的には、生物排除装置１によれば、音声及び圧力の組み合わせで駆動させることに
よって、様々な影響を与えることができる複数の排除手段を排除対象生物に対して付与す
ることができる。そのため、単発の付与手段による「慣れ」等を防ぐ事ができ、確実に排
除対象生物の排除が可能となる。
【００９０】
＜音声、発光及び圧力付与のタイミングパターン＞
　図１０は、生物排除装置１が付与する音声、発光及び圧力のタイミングの一例を説明す
るための説明図である。図１０に基づいて、生物排除装置１からカラスに向けて付与する
音声、発光及び圧力について説明する。
【００９１】
　図１０に示すように、生物排除装置１では、再生手段４０によっての音声付与と、圧力
付与手段９０によっての圧力付与と、を交互に繰り返して付与した後、発光手段７０を連
続発光させて発光付与するようにするとよい。
　そのため、生物排除装置１よれば、音声による排除効果に加え、発光及び圧力による排
除効果を奏することになる。
【００９２】
　具体的には、生物排除装置１によれば、音声、発光及び圧力の組み合わせで駆動させる
ことによって、様々な影響を与えることができる複数の排除手段を排除対象生物に対して
付与することができる。そのため、単発の付与手段による「慣れ」等を防ぐ事ができ、確
実に排除対象生物の排除が可能となる。
【００９３】
　以上のように、再生手段４０を音声発生ユニットとして、発光手段７０を光発生ユニッ
トとして、圧力付与手段９０を圧力波発生ユニットとして、それぞれ単独又は複数の組み
合わせで駆動させることで、排除対象生物に対して、様々な影響を与えることができる排
除手段を排除対象生物に付与することが可能になる。そのため、生物排除装置１では、単
発暴露手段による「慣れ」等を防ぐことができ、排除対象生物の排除の確実性が高くなる
。
【００９４】
＜再生手段４０の具体的な構成例＞
　図１１は、生物排除装置１の再生手段４０を構成している超音波発振子４１の単体構造
の一例の概要を示す概略図である。図１２は、生物排除装置１の再生手段４０の全体的な
構成の一例の概要を示している。
　図１１及び図１２では、たとえば４０ｋＨｚの単一周波数で共振する圧電素子による超
音波発振子４１で構成した再生手段４０の構成例を示しており、複数個の超音波発振子４
１で一つの放射器帯５０を構成している。
【００９５】
　図１１に示すように、超音波発振子４１の単体構造において、超音波発振子４１の基本
的な構成要素は、ホーン部６０、圧電素子のＰＺＴ部６１、ＰＺＴを固着する台座６２、
ＰＺＴ６１に電圧供給するための電極６３である。生物排除装置１では、高い音圧レベル
で音放射し、且つ広い指向性を持たせるために、超音波発振子４１の共振周波数としては
１５ｋＨｚ前後を用い、且つ、音を放射する超音波発振子４１のホーン部６０を大型化し
た構造を採用している。
【００９６】
　また、ＰＺＴ部６１の厚みを増すことで圧電作用を起こさせるための印加電圧耐圧を高
くできるようにしている。さらに、ＰＺＴ部６１の一次振動成分である共振時（例えば、
１５ｋＨｚにおいて）の振動モードの密（腹）部分全体にホーン部６０を固着して、一次
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の振動伝搬したホーン部６０の全体から音放射させるようになっている。この構造により
、超音波発振子４１への入力電圧を高くすることができ、超音波発振子４１の固有振動の
変位量を大きく振動させることが可能となる。
【００９７】
　図１２に示すように、再生手段４０は、複数個の超音波発振子４１を１つのブロック（
塊）とした放射器帯５０を２個以上組み合わせた構成となっている。なお、図１２では、
１４個の超音波発振子４１で１つ放射器帯５０を構成し、６個の放射器帯５０を放射器帯
５０Ａ～放射器帯５０Ｆとして所定の間隔で配置した状態を示している。
　すなわち、再生手段４０は、超音波発振子４１一つ当たりの振動板（たとえばＰＺＴ部
６１）の直径の２倍までとした間隔で、放射器帯５０を２ブロック以上配置する構造とし
ている。
　こうすることにより、超音波の指向性を広げることができ、且つ、排除に必要な音圧レ
ベルを確保できる。
【００９８】
　放射器帯５０Ａ～放射器帯５０Ｆの配置例について具体的に説明する。
　隣り合う放射器帯５０のいわゆる横方向の間隔を、放射器間隔ｘと定義する。横方向に
並んだ放射器帯５０Ａと放射器帯５０Ｂとでみると、近接している超音波発振子４１の中
心同士を結んだ直線が放射器間隔ｘとなる。
　隣り合う放射器帯５０のいわゆる縦方向の間隔を、放射器間隔ｙと定義する。縦方向に
並んだ放射器帯５０Ａと放射器帯５０Ｄとでみると、近接している超音波発振子４１の中
心同士を結んだ直線が放射器間隔ｙとなる。
　なお、横方向及び縦方向とは、便宜的に使用しているだけであり、再生手段４０の設置
状況により、方向は変化する。
【００９９】
　その結果、再生手段４０は、放射器帯全体の横方向の幅が放射器全体幅Ｘとなり、放射
器帯全体の縦方向の幅が放射器全体幅Ｙとなるように構成される。
　このとき、一つ当たりの放射器帯５０の指向性は、放射器帯５０の一つ当たりの縦幅及
び横幅に相当する幅での指向性を保つことになる。
　よって、一つ当たりの放射器帯５０からは、直線的に音放射が行われることになる。
【０１００】
　上述したように、放射器間隔ｘ及び放射器間隔ｙは、超音波発振子４１の振動板（たと
えばＰＺＴ部６１）の直径の２倍までの範囲で決定する。
　つまり、振動板の直径が１０ｍｍとしたら、放射器間隔ｘ及び放射器間隔ｙは２０ｍｍ
以内とする。
　この間隔を保つことで、以下の図１３に示す指向特性の確保ができるということが、実
機による実験的検証（音響特性分析）で確認できている。
【０１０１】
　超音波発振子４１が一つだけでは、近接で最大７０ｄＢ程度（入力電圧１５Ｖとして）
の音圧レベルとなる。
　そこで、超音波発振子４１の数を増やし集合体として放射器帯５０を構成することで、
一つ当たりの放射器帯５０から放射できる音圧レベルが近接で９０ｄＢ以上（入力電圧１
５Ｖとして）となる。
　つまり、生物排除装置１によれば、再生手段４０から、９０ｄＢ以上の音圧レベルを放
射できることになる。
【０１０２】
　図１２では、一つ当たりの放射器帯５０を構成する超音波発振子４１を１４個用い、そ
れらを平面的に略四角状になるように並べて一つの放射器帯５０を構成するようにしてい
る。
　なお、超音波発振子４１の個数を１４個に限定するものではなく、１４個以上でもそれ
以下でもよい。つまり、超音波発振子４１の個数は、排除対象となる排除対象生物に付与
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すべき必要な音圧レベルの確保を目的として、調整することが可能になっている。
【０１０３】
　ところで、遠方に音声を伝播させることために変調処理を行う超音波スピーカーは、特
徴として狭い指向性感度を持つ。
　つまり、超音波スピーカーから放射される音声は、直線的に進行することになり、限ら
れた範囲にしか到達しない。よって、排除対象生物に到達する場合は排除対象生物の排除
が効果的に実行できるものの、電線等に止まる鳥類のような排除対象生物に対しては、音
声が到達した場所では効果的に排除できるが、音声が到達しない場所では効果的な排除が
できない。
【０１０４】
　そのため、生物排除装置１では、超音波スピーカーの本来の特徴である直線的な狭い指
向性を広げるために、複数の放射器帯５０を用いて再生手段４０を構成し、直線的でかつ
広い指向性を与えることを可能にしている。
　広い指向性を得るために、生物排除装置１では、それぞれの放射器帯５０からの指向性
の幅が放射先で広い指向性になっていることを測定しながら、放射器帯５０のそれぞれの
位置関係を決定させている。
【０１０５】
　図１３は、生物排除装置１の再生手段４０で再生したときの指向特性を説明するための
説明図である。図１４は、比較例としての再生手段４００で再生したときの指向特性を説
明するための説明図である。図１３及び図１４に基づいて、再生手段４０及び再生手段４
００で再生したときの指向特性について説明する。なお、図１３及び図１４は、正面方向
の離れた位置（たとえば１０ｍ離れた位置）に差性手段から出てくる音圧レベルを測定す
るために複数の音圧測定用のマイクロホンを設置して測定した結果をプロットしたもので
ある。また、図１４では、複数個の放射器帯５００を隣り合う間隔を何ら考慮せずにラン
ダムに並べただけの再生手段４００を比較例として図示している。
【０１０６】
　ここでは、排除対象生物の一例であるカラスを対象にした場合を例に説明する。
　たとえば、カラスが電柱上で叫んでいた場合に、１０ｍ離れた位置でその鳴き声の音圧
レベルを測定すると、瞬間的に最大８０ｄＢとなることがある。
　よって、排除対象生物であるカラスと生物排除装置１との距離が１０ｍあるとすると、
カラスの鳴き声と同等以上の音圧レベルをカラスに付与しなければならない。
　そのため、たとえば８０ｄＢ以上の音圧レベルの音声を放射させることを目的として、
生物排除装置１では、図１１及び図１２に示したように６個の放射器帯５０で再生手段４
０構成し、目的の音圧レベルを確保している。
【０１０７】
　カラス等の鳥類を排除する場合、例えば、鳥類が鉄塔や電線等に止まっているときには
、鳥類が広い面積で滞在していることがほとんどであり、広い面積で音声を放射しなけれ
ば、音声の到達しないところの鳥類は排除できないことになる。
【０１０８】
　図１３及び図１４に示す点線は、放射器帯５０、放射器帯５００のそれぞれから放射さ
れる音声の指向特性を示すものであり、１つ１つの放射器帯５０、放射器帯５００から放
射される音声は指向性が狭いということがわかる。
　そのため、図１４に示すように、１つの放射器帯５００では、音声の暴露範囲が狭く、
排除効果があまり得られない。
　それに対し、生物排除装置１の再生手段４０では、複数の放射器帯５０を横方向に放射
器間隔ｘで並べたことで図１３に示すように放射器全体幅Ｘに沿った指向特性を放射器帯
５０の正面方向に形成できるということが測定できた。
【０１０９】
　そのため、生物排除装置１によれば、「ねぐら」など、集団で集まる鳥類の排除対象生
物に対して、広い範囲に音声暴露ができ、高い排除効果が得られやすくなる。
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　なお、図１３では、横方向の放射器全体幅Ｘについて図示しているが、図１３に示した
内容は縦方向の放射器全体幅Ｙについても同様である。
【０１１０】
　なお、一つ当たりの放射器帯５０から放射できる音圧レベルは、図１に示すアンプ３５
の出力に影響するが、生物排除装置１によれば近接で測定した場合で１００ｄＢを超えた
音圧レベルで放射できるようになっている。
　放射器帯５０を複数個で用いた場合は、放射器帯５０の保有数が増える毎に、トータル
の音圧レベルを増加することができ、排除対象生物が離れたところにいる場合は放射器帯
５０の個数を変化させて組み合わせることで、目的とする音圧レベルを調整できるように
なっている。
【０１１１】
　図１５及び図１６は、生物排除装置１の再生手段４０の具体的な別の一例を説明するた
めの概略構成図である。図１５及び図１６では、図１２で説明したものと同様に、たとえ
ば４０ｋＨｚの単一周波数で共振する圧電素子による超音波発振子４１で構成した再生手
段４０の構成例を示しており、複数個の超音波発振子４１で一つの放射器帯５０を構成し
ている。
【０１１２】
　図１２では、放射器帯５０を平面的に略四角形状に配置した場合を例に図示したが、放
射器帯５０の配置を図１２に示す配置に限定するものではない。つまり、必要な音圧レベ
ルと指向性が確保できれば、図１５に示すような平面的に三角形状に放射器帯５０を配置
してもよく、図１６に示すような平面的に多角形状に放射器帯５０を配置してもよい。あ
るいは、平面的にひし形状に放射器帯５０を配置したり、平面的に円形状に放射器帯５０
を配置したりしてもよい。
　いずれの場合であっても、放射器間隔ｘ及び放射器間隔ｙは、超音波発振子４１の振動
板（たとえばＰＺＴ部６１）の直径の２倍までの範囲で決定する。
【０１１３】
　ただし、一つ一つの超音波発振子４１を、なるべく密集させて配置することが望ましい
。それは、一つ当たりの超音波発振子４１の指向性も、超音波発振子４１の直径分の幅で
音放射することになるからであり、複数個の超音波発振子４１を広い間隔で複数個並べて
も、超音波発振子４１の間にある隙間からは音が出ない。つまり、複数個の超音波発振子
４１を広い間隔で複数個並べると、超音波発振子４１の正面方向には、音の凸凹状態がで
きてしまい、放射器帯５０の正面方向での音圧レベルが低いものになってしまうからであ
る。よって、超音波発振子４１を密集させて放射器帯５０を構成することが、安定した音
圧レベルと指向性の確保となる。
【０１１４】
　以上のように、生物排除装置１によれば、大きな音圧レベルで、且つ、広い指向特性に
よる音放射を、再生手段４０から離れたところにいる一個体又は複数体の排除対象生物に
めがけて、一度に（いっぺんに）、直接的に、付与することできるようになった。
【０１１５】
　その結果、再生手段４０からは、変調された音声が、排除対象生物の耳元、排除対象生
物の身体、排除対象生物がいる巣の部分に直接伝播し、それらのいずれかにぶつかった瞬
間に復調されることになる。そうすると、超音波に重畳していた音声（排除に必要な音声
を持つ音放射体）が排除対象生物に付与されることになり、音声主体が排除対象生物のあ
たかも直近にいるような錯覚を排除対象生物に起こさせることができる。
　すなわち、排除対象生物自身の直近の場所に、天敵がいるような、又は近くで忌避音を
発している個体がいるような錯覚を起こさせることができ、排除対象生物にパニック状態
を引き起こさせる事ができる。
【０１１６】
　また、排除対象生物の仲間や、種の異なる排除対象生物であっても、普段聞くことがな
い、非常に近い場所で、突然に忌避音声でない一般的な鳴き声等の音声が聞こえても、突
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然の音声暴露になるために、パニック状態に陥らせることが可能となる。
【０１１７】
　なお、排除対象生物として鳥類であるカラスを例に説明したが、カラス以外の排除対象
生物である熊や、イノシシ、鹿、アライグマ（外来種）、ハクビシン（外来種）、ムクド
リ、土鳩などに対しても、それらの排除対象生物が嫌がる音声や音響特性を放射すること
で、カラス同様に排除効果をもたらすことができることは言うまでもない。
【０１１８】
　なお、超音波発振子４１はセラミックなどの圧電素子で構成されているために高いイン
ピーダンスとなっており、アンプ３５は４Ω～８Ωが対応範囲になっている場合が一般的
であり、複数個の超音波発振子４１をそのまま結線することはできない。
　複数個の超音波発振子４１が最終のアンプ３５に結線されるときには、アンプ３５の入
力インピーダンスに対応する結線が、出力＝音圧レベルを十分に得るために必要になる。
　そこで、複数個の超音波発振子４１を直列＋並列の組み合せ複合結線とすることで、低
インピーダンス化を図ることができるものとする。
【０１１９】
　以上のように、生物排除装置１では、排除対象生物の「異常時音声」を用いて作成した
「擬似音声」を超音波に重畳させて排除対象生物にランダムに付与するので、排除対象生
物の本能に直接訴える手段で害獣対策を行うことができる。そのため、生物排除装置１に
よれば、排除対象生物の行動パターンを知らずに作成した人工的な音響信号を用いた従来
品とは異なり、音声を発信する製品そのものの寿命が迎えるまでの長期間に亘って、害獣
（有害動物）の排除を行うことが可能になる。
【０１２０】
　なお、生物排除装置１をカラスの排除に用いた場合を例に説明したが、それに限定する
ものではない。生物排除装置１によれば、排除対象生物の音声を超音波に重畳させて再生
することで、必要な場所に必要な音声を確実に適用することができる。そのため、生物排
除装置１を、害鳥として問題が多いムクドリや鳩などにも適用できるし、熊やイノシシ、
鹿、アライグマ（外来種）、ハクビシン（外来種）などにも適用できる。更には、生物排
除装置１によれば、音声の代わりに、ランダム変化する超音波を、キャリア用の超音波に
重畳させても、離れたところにランダムに変化する超音波が広い指向特性で伝搬する。そ
のため、強力な音圧レベルによる超音波を暴露できるので、超音波が聞こえる猫や犬など
の哺乳類に対しても同等の効果が期待できる。
【０１２１】
　また、再生手段４０から超音波に重畳した排除用音声が、再生手段４０から離れたカラ
ス等の排除対象生物に伝搬して排除対象生物に衝突したときに、超音波に含まれている排
除用の音声と、更には高い音圧レベルの超音波信号も同時に復調する。そのため、生物排
除装置１を設置している環境の全域に高い音圧レベルの音声が常に聞こえることはない。
生物排除装置１によれば、再生手段４０の近傍にある家屋内に音声が暴露されるというこ
との心配はない。よって、静かな音放射によって、排除対象生物の排除が可能となる。
【０１２２】
実施の形態２．
　図１７～図２０は、実施の形態２に係る生物排除装置の設置例を説明するための説明図
である。図１７～図２０に基づいて、実施の形態１に係る生物排除装置１の具体的な設置
例である実施の形態２について説明する。なお、図１７～図２０では、生物排除装置１か
ら放射する駆除／排除信号２０の放射エリアを破線で図示している。
【０１２３】
　図１７では、電柱１５０への生物排除装置１の設置例その１を示している。
　電力搬送等を行う鉄塔や電柱が存在している場所では、鉄塔や電柱そのものや、それら
に架線されている電力線そのものに排除対象生物Ｚが止まる場合がある。鉄塔や電柱に対
しては、排除対象生物Ｚの繁殖期に至ると、巣が作られて、しばしばショート等による停
電問題も発生する。
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【０１２４】
　このような問題に対応するために、図１７に示すように、電柱１５０の上端付近部分に
生物排除装置１を設置するとよい。こうすることで、排除対象生物Ｚを効率的に電柱１５
０から排除することが可能となる。なお、生物排除装置１の設置を電柱１５０の上端付近
部分に限定するものではなく、電柱１５０の設置根元部分や電柱１５０の中間部分に生物
排除装置１を設置するようにしてもよい。
　生物排除装置１を設置する場合、図１７に示すように、排除対象生物Ｚが止まると想定
される場所に向けて「音声」などを付与できるように設置する。
　なお、光や圧力は、音声によるコミュニケーションに劣る排除対象生物、たとえば、ハ
トやリスなどにも効果的に働く。
【０１２５】
　図１８では、電柱１５０への生物排除装置１の設置例その２を示している。
　図１８に示すように、電柱１５０に架線されている電力線１５１に排除対象生物Ｚが止
まる場合がある。
【０１２６】
　このような問題に対応するために、図１８に示すように、電柱１５０同士を架線してい
る電力線１５１の両端及び電柱１５０の設置根元部分に生物排除装置１を設置するとよい
。こうすることで、排除対象生物Ｚの電力線１５１への止まりも排除できる。なお、生物
排除装置１を双方に設置することもできるし、いずれか一方に設置することもできる。
　生物排除装置１を設置する場合、図１８に示すように、排除対象生物Ｚが止まると想定
される場所に向けて「音声」などを付与できるように設置する。
　なお、光や圧力は、音声によるコミュニケーションに劣る排除対象生物、たとえば、ハ
トやリスなどにも効果的に働く。
【０１２７】
　図１９では、建物１６０への生物排除装置１の設置例を示している。特に、図１９では
、牛舎に生物排除装置１を設置した例を図示している。
　牛舎や屋外家屋、倉庫、駅、寺、神社等の建物１６０の内部などでは、人間から離れた
ところに排除対象生物Ｚが集まることが想定される。あるいは、建物１６０の屋根近傍の
隙間に排除対象生物Ｚが集まることも想定される。
　また、駅構内のホームなどでは、上から落ちる糞などから鉄道利用者を守るために排除
対象生物Ｚの排除を目的としたネットなどを用いることがあるが、上部の配線等のメンテ
対応などの観点から、ネットが全てに行き渡ることはない。
【０１２８】
　このような問題に対応するために、図１９に示すように、建物１６０の上部や周囲に複
数の生物排除装置１を設置して駆除／排除信号２０の放射エリアを重複させるようにする
とよい。こうすることで、排除対象生物Ｚを効率的に建物１６０から排除することが可能
となる。図１９では、２つの生物排除装置１を設置した場合を例に図示しているが、生物
排除装置１を１つだけ設置してもよいし、３個以上設置してもよい。 
　生物排除装置１を設置する場合、図１９に示すように、排除対象生物Ｚが止まると想定
される場所に向けて「音声」などを付与できるように設置する。
　なお、光や圧力は、音声によるコミュニケーションに劣る排除対象生物、たとえば、ハ
トやリスなどにも効果的に働く。
【０１２９】
　図２０は、航空機１８０や滑走路１８１への生物排除装置１の設置例を示している。
　航空機１８０においては、航空機１８０に鳥などの排除対象生物Ｚが衝突するバードス
トライクという問題がある。
【０１３０】
　このような問題に対応するために、図２０に示すように、航空機１８０や、飛行場の滑
走路１８１に、生物排除装置１を設置するとよい。こうすることで、バードストライク問
題への対応が可能となる。つまり、航空機１８０に生物排除装置１を搭載すれば、航空機
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１８０から予め「音声」などを付与することができ、滑走路１８１に生物排除装置１を設
置すれば、滑走路１８１から予め「音声」などを付与することができ、滑走路１８１の近
傍に群れている排除対象生物Ｚを、航空機１８０の進入前に効果的に排除することができ
る。
【０１３１】
　なお、生物排除装置１を航空機１８０、滑走路１８１のいずれかのみに設置してもよい
し、双方に設置してもよい。双方に設置し、付与するタイミングを適宜調整することで、
より効果的に排除対象生物Ｚを排除することが可能になる。
【０１３２】
　実施の形態２では、生物排除装置１からの「音声」等の付与タイミングについて特に言
及していないが、常時付与してもよいし、排除対象生物Ｚを検知したときに付与するよう
にしてもよい。この場合は、赤外線、超音波、または可視光などを利用した動物検知セン
サ、あるいは、カメラなどの撮像装置等を別途設ける必要がある。
　さらに、付与開始時刻、付与終了時刻、または付与時間間隔を予め定めておき、時間に
よって付与タイミングを制御するようにしてもよい。
【０１３３】
　また、生物排除装置１の具体的な設置例を図１７～図２０を用いて説明したが、設置場
所を特に限定するものではなく、排除対象生物が存在する場所であれば、どのような場所
にも設置することができる。たとえば、ゴミ置き場、公園等に生物排除装置１を設置する
ようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１３４】
　１　生物排除装置、１０　超音波信号創生部、１２　排除信号部、１２ａ　原音声信号
、１２ｂ　擬似信号、１２ｃ　超音波信号、１２ｄ　過渡信号、１２ｅ　人間音声信号、
２０　駆除／排除信号、２５　処理回路部、３０　加算部、３５　アンプ、４０　再生手
段、４１　超音波発振子、５０　放射器帯、５０Ａ　放射器帯、５０Ｂ　放射器帯、５０
Ｄ　放射器帯、５０Ｅ　放射器帯、５０Ｆ　放射器帯、５１　ＣＰＵ部、５２　付与機能
制御手段、５５　制御部、６０　ホーン部、６１　ＰＺＴ部、６２　台座、６３　電極、
７０　発光手段、８０　音声伝送手段、９０　圧力付与手段、９５　検知センサー、１５
０　電柱、１５１　電力線、１６０　建物、１８０　航空機、１８１　滑走路、４００　
再生手段、５００　放射器帯、Ｘ　放射器全体幅、Ｙ　放射器全体幅、Ｚ　排除対象生物
、ｘ　放射器間隔、ｙ　放射器間隔。
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月9日(2016.9.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明に係る生物排除装置は、排除対象生物を排除する生物排除装置であって、音放射
が可能な再生手段と、前記排除対象生物が異常時に発生する原音声を用いて創生した擬似
音声を超音波信号に重畳して、前記排除対象生物が発する音声の音圧レベルと同等又は同
等以上の音圧レベルとして前記再生手段から放射させる制御部と、を備え、前記再生手段
は、振動子を備えた複数個の超音波発振子を組み合わせて１つのブロックとして構成され
た放射器帯を、前記振動板の直径で決定する間隔で２ブロック以上並べて構成しているも
のである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明に係る生物排除装置は、振動子を備えた複数個の超音波発振子を組み合わせて１
つのブロックとして構成された放射器帯を、前記振動板の直径で決定する間隔で２ブロッ
ク以上並べて構成している再生手段を備えているので、広い指向特性で超音波を放射する
ことができ、排除対象生物を効果的に排除できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排除対象生物を排除する生物排除装置であって、
　音放射が可能な再生手段と、
　前記排除対象生物が異常時に発生する原音声を用いて創生した擬似音声を超音波信号に
重畳して、前記排除対象生物が発する音声の音圧レベルと同等又は同等以上の音圧レベル
として前記再生手段から放射させる制御部と、を備え、
　前記再生手段は、
　振動子を備えた複数個の超音波発振子を組み合わせて１つのブロックとして構成された
放射器帯を、前記振動板の直径で決定する間隔で２ブロック以上並べて構成している
　生物排除装置。
【請求項２】
　前記間隔は、
　前記振動板の直径より長く、前記振動板の直径の２倍までの長さである
　請求項１に記載の生物排除装置。
【請求項３】
　前記再生手段は、
　前記放射器帯を、前記超音波発振子を平面的に多角形状あるいは円形状に配置して構成
している
　請求項１又は２に記載の生物排除装置。
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【請求項４】
　前記制御部は、
　前記原音声による音声信号、
　前記擬似音声による音声信号、
　過渡的な衝撃音又は爆発音の音声信号、
　及び、
　人間が発する音声による音声信号が
　ランダムに選択されて出力される
　請求項１～３のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項５】
　前記排除対象生物に対して付与する光を発光する発光手段を更に備えた
　請求項１～４のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項６】
　前記排除対象生物に対して付与する圧力を付与可能な圧力付与手段を更に備えた
　請求項１～５のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項７】
　電柱又は鉄塔に設置した
　請求項１～６のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項８】
　電柱又は鉄塔を架線している電力線に設置した
　請求項１～６のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項９】
　建物に設置した
　請求項１～６のいずれか一項に記載の生物排除装置。
【請求項１０】
　航空機及び滑走路の少なくとも一方に設置した
　請求項１～６のいずれか一項に記載の生物排除装置。
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